
規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

学校法人の寄附
行為及び寄附行
為の変更の認可
に関する審査基
準第一の一の
（四）のウ及び
（十），第二の
一の（一）

校舎は，負担附又は借用
のものでないとしている
が，実務の経験を有する
者等を対象とした授業を
行う校舎及び附属施設以
外の施設であり，修業年
限以上にわたり使用でき
る保証がある借用である
場合については借用でも
差し支えないとしてい
る。また，設置経費の財
源として，当該設置経費
に相当する額の寄附金，
資産売却収入その他学校
法人の負債とならない収
入により積み立てられた
資産を保有していること
としている。

d

　サテライトキャンパス
については、「学校法人
の寄附行為及び寄附行為
変更の認可に関する審査
基準」では、修業年限以
上使用できる保証がある
借用は認められており、
申請時に開設年度から完
成年度までの借料相当額
の財源を保有しているこ
とを求めている。

回答では申請時に開設年
度から完成年度までの借
料相当額の財源を保有し
ていることを求めている
が、
①要望内容は借料の確保
に係る経費を例えば借入
金計画により認めること
を求めているものであ
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえ、新た
な対応策が必要である場
合は実施時期について、
その時期となる理由を含
め具体的に示されたい。

ｃ

ご提案の大学院（修士課
程）のサテライトキャン
パスについては、２年分
の借料の確保が必要であ
り、これを借入金の計画
で良いとすることについ
ては、学校の継続性・安
定性の確保の観点から認
めることは困難である。
ただし、借料については
１０年ではなく２年分の
確保で可能になっている
ことについては、文部科
学省ホームページにより
速やかに周知を図ってま
いりたい。

文部科学省

左記基準では、「本校に
おいて、十分な研究指導
が行われると同時に、そ
の一部を本校以外の場所
で行うものであること」
とされているが、

①本校における受講をし
なくてもサテライトキャ
ンパスにおける受講のみ
で修士学位が取得できる
よう条件を緩和する。

②学生に不便のない範囲
で、本校、あるいはサテ
ライトキャンパスいずれ
かの開講で可とする。

③「本校以外の場所には
学生の自習室を含め必要
な施設設備や図書等が適
切に配置されているこ
と」とされているが、例
えば、図書は本校からの
配送で対応することで可
とする。

④「本校以外の場所は、
借用の場合は、長期にわ
たって安定的に確保され
ること」とされている
が、その基準が明確でな
い。また、「大学院設置
審査基準要項」六（三）
アでは、「申請時におい
て、開設以降十年にわた
り支障なく使用できる保
証があること」とされ、
運用上では10年間の自己
資金による「経費の確
保」が求められている。
サテライトキャンパスの
場所確保に関する基準
を、「２年間の借用料確
保の目途（例えば借入金
計画などで可とする）」
等としてほしい。

5014 5014070
(社)関西経済

連合会 7.1

社会人を対象と
した大学院教育
に関わる大学院
設置審査基準の
緩和

ｄ

①各大学に対して、左記
の事項について、刊行
物、インターネット等、
広い範囲に伝達すること
のできる媒体により、周
知を図ることとしたい。
②上記周知については、
本提案の本部決定に合わ
せて行うこととしたい。

サテライトキャンパス
は、大学教育について十
分な教育研究を行うこと
ができる本校において行
うことが基本であるが、
社会人などのように本校
に継続的に通うことが困
難である者に対しても大
学教育を受けられるよう
にするための措置である
ことを踏まえれば、本校
において課程の修了に必
要なカリキュラムが整備
されていることは当然の
前提にしつつ、①社会人
によっては、サテライト
キャンパスにおける課程
の履修により学位を取得
したり、②選択科目など
をサテライトキャンパス
のみで開講すること、あ
るいは、遠隔授業などを
用いてどちらでも履修で
きるようにすること、③
学生が学習に際して日常
的に必要となるような最
低限の設備等を有してい
れば、学生が困らない範
囲で図書等について本校
からの配送を可能とする
ことなどが可能と考えら
れる。

回答では大学設置基準第
25条第４項及び平成15年
文部科学省告示第43号を
根拠に現行制度下で可能
とされているが、
①要望内容は個人に着目
した場合にサテライト
キャンパスのみによる学
修が可能なことや、図書
を本校からの配送するこ
と等により、学生が困ら
ない範囲であれば図書等
の施設は不要とすること
が出来ることの実現を求
めているものであり、解
釈の徹底の観点から、通
達・ガイドライン等によ
り一層の周知を図ること
について具体的に検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

高等学校設置基
準の大幅改正

現行の高等学校設置基準
の面積標準は「生徒一人
あたり、校地70㎡、運動
場30㎡、校舎10㎡、全面
積は15000㎡を下らない」
としています。これに対
し高等専修学校の設置基
準では、商業、文化、教
養関係で「40人までなら
260㎡、41人以上なら260
＋2.5×(生徒総数－40)
㎡」、工業系で「40人ま
でなら260㎡、41人以上な
ら260＋3×(生徒総数－
40)㎡」と定めているにす
ぎません。大学入学資格
付与校の指定を受けた高
等専修学校の卒業生は、
高等学校の卒業生と同等
の扱いを受けますが、在
籍している生徒は、多く
の面で不利益を被ってい
るという現実も否めませ
ん。そこで、現在の高等
学校設置基準の面積標準
を全面的に見直し、高等
専修学校同様まで引き下
げることで、高等学校の
設置を容易にすべきであ
ると考えます。

文部科学省5012 5012010

学校法人有朋
学園東日本高

等学院
1

回答では高等学校設置基
準は、高等学校段階にお
ける教育が適切に施され
る範囲で、基準を弾力化
する方向で平成15年度中
に改正予定とされている
が、
①要望内容は高等学校設
置基準を高等専修学校と
同水準に引き下げること
を求めており、この点に
ついての具体的な対応策
を示されたい。
②速やかに実施すると共
に、実施時期について具
体的に示されたい。

a Ⅱ

高等学校設置基準は、高
等学校段階における教育
が適切に施されることを
前提に基準を弾力化する
ため、平成15年度中の改
正に向けて現在作業中で
あり、現時点において具
体的な改正内容等をお示
しすることはできない。

a Ⅱ

高等学校設置基準は、高
等学校段階における教育
が適切に施される範囲
で、基準を弾力化する方
向で平成15年度中に改正
予定

z0800010
高等学校設置基
準の大幅改正 高等学校設置基準高等学校の設置に関して

基準が設けられている

社会人を対象と
した大学院教育
に関わる大学院
設置審査基準の
緩和

z0800020

大学設置基準第
２５条第４項

大学が授業の一
部を校舎及び附
属施設以外の場
所で行う場合に
ついて定める件
（平成１５年文
部科学省告示第
４３号）

社会人等のように大学の
本校に継続的に通うこと
が困難な者に対する便宜
のため、授業の一部を本
校以外の場所において行
うことが可能となってい
るところ。

d
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0800030

「学校法人の寄
附行為及び寄附
行為変更の認可
に関する審査基
準」の緩和

学校法人の寄附
行為及び寄附行
為の変更の認可
に関する審査基
準第一の一の
（九）及び
（十），第二の
一の（一）及び
（二），別表一

大学等の校舎及び機械，
器具等の整備に要する経
費は別表一に定める標準
設置経費を下回らないこ
ととしている。また，設
置経費の財源としては当
該設置経費に相当する額
の寄付金，資産売却収入
その他学校法人の負債と
ならない収入により積み
立てられた資産を保有し
ていることちしている。

d

　大学を設置する場合の
標準設置経費について
は、平成１５年３月の上
記審査基準の改正におい
て、学部の種類を系統別
に大別化（13種類→５種
類）したほか、金額につ
いても、最近の建築工事
費や消費者物価の実状を
考慮し引き下げたとこ
ろ。

回答では平成15年３月よ
り標準設置経費を引き下
げたとされているが、
①要望内容は自己資金保
有要件の緩和についても
求めており、この点につ
いての具体的な対応策を
改めて検討され、示され
たい。
②上記①を踏まえ、新た
な対応策が必要な場合は
実施時期について、その
時期となる理由も含め具
体的に示されたい。

<標準
設置
経費>
ｄ

<自己
所有
要件
の緩
和>ｃ

設置経費への借入金の充
当を認めるか否かについ
ては、この４月から緩和
した標準設置経費を受け
た大学設置認可申請の状
況等を踏まえる必要があ
る。

5014 5014080
(社)関西経済

連合会 8

「学校法人の寄
附行為及び寄附
行為変更の認可
に関する審査基
準」の緩和

教育・研究条件を確保す
る観点で、一定の「標準
設置経費」が必要である
ことは認識しているが、
金額的な妥当性が不明で
ある。借入金によらない
「自己資金」による資金
確保を行う上でも、相当
な負担となる。基準金額
を下方修正する方向での
緩和及び自己資金保有要
件を緩和する。

文部科学省

文部科学省9

ファイナンス・
リースに係る放
射線障害防止法
の賃貸業許可の
適用除外

・ファイナンス・リース
により放射性同位元素
（一体不可分等の機器を
含む）を賃貸する賃貸業
者は、本法の賃貸業を許
可不要とするなどの措置
を講ずるべきである。

ファイナンス・リースに
よる放射性同位元素の賃
貸業に係る義務の軽減に
ついて、放射線障害を防
止するために最低限必要
な点に留意しつつ検討
し、平成16年度中に措置
する。

5034 5034090
(社)リース事

業協会

リース事業者自身が放射
性同位元素を取り扱わざ
るを得ない状況となる可
能性があり、ある程度の
義務を課すことは必要で
あるが、要望の趣旨を踏
まえ、ファイナンスリー
スによる放射性同位元素
の賃貸業に係る義務の軽
減(例えば、施設の設置・
維持に関する義務の軽減
等)を講ずる予定。その際
には、放射線障害を防止
するために必要な点に留
意しつつ、専門家等によ
る検討を行うことが必
要。また、放射線障害防
止法については、今後、
大幅な改正を検討してお
り、さらに法律改正に対
応して関係政省令も大幅
な改正を行うこととなる
ので、本件についてもそ
の一連の制度改正の過程
で対応する。このため、
措置を講ずる時期は平成
１７年度となる予定。

①ファイナンス・リース
による放射線同位元素の
賃貸業に係る義務の軽減
について、平成16年度中
に措置することについて
見解を示されたい。

a

改正が必要な法
令は措置の内容
によって異な
る。

回答では平成17年度中に
所要の措置を講ずる予定
とされているが、
①要望内容はファイナン
ス・リースの場合におけ
る賃貸業の許可不要を求
めているものであり、
「賃貸業に係る義務の軽
減」についての具体的な
対応策を更に検討され、
示されたい。
②上記①を踏まえ、平成
16年度までに実施される
ことの可否について改め
て検討されたい。

ｂ

国立大学において（独立
行政法人化後も規制され
る）大学のライセンスの
対価としての株式やス
トックオプション取得を
可能とする。

文部科学省

z0800050

ファイナンス・
リースに係る放
射線障害防止法
の賃貸業許可の
適用除外

放射性同位元素
等による放射線
障害の防止に関
する法律第４条

放射性同位元素を業とし
て賃貸しようとする者
は、文部科学大臣の許可
を受けなければならず、
許可を受けた賃貸事業者
は、放射性同位元素の貯
蔵施設等の設置・維持、
放射線取扱主任者の選
任、放射線障害予防規定
の作成、施設に立ち入る
者に対する教育訓練の実
施等の義務が課せられ
る。

ｂ

ファイナンスリースによ
る放射性同位元素の賃貸
業に係る義務の軽減につ
いて、放射線障害を防止
するために必要な点に留
意しつつ検討を行い、平
成１７年度中に所要の措
置を講ずる予定。

5014120
(社)関西経済

連合会 12

大学のライセン
ス対価として株
式やストックオ
プション取得の
可能化

＜
①、
②に
つい
て＞a
＜③
につ
いて
＞b

＜①
につ
いて
＞Ⅱ

①国立大学法人がライセ
ンス対価として株式を取
得できる者に、少なくと
も、大学等における技術
に関する研究成果の民間
事業者への移転の促進に
関する法律第５条第２項
に定める「承認事業者」
が含まれることを政令で
定める。
②また、国立大学法人が
ライセンス対価として、
新株予約権については、
発行主体を問わず取得す
ることが可能であること
を明確にし、インター
ネット等により周知を図
る。
③国費により運営費交付
金が措置される独立行政
法人一般について、株式
取得に関する国民の理解
が得られる状況となるこ
と、また、新株予約権の
取得や出資を受けたＴＬ
Ｏを介したライセンスな
どの方式による国立大学
の技術移転の実績をも勘
案しつつ引き続き検討し
ていくこととしたい。

5014a

国立
大学
の法
人化
に伴
うも
ので
あ
り、
特段
の措
置は
必要
な
い。

①他の企業等に出資する
ことについては、業務の
自己増殖的な膨張を防止
する等の観点から、公益
性が高く、真に必要とさ
れるものに限定すべきと
考えている。
②具体的には国立大学法
人と密接に連携する必要
性も高い承認TLO（技術移
転機関）を想定してい
る。
③政令については現在関
係部署と調整中である。

①国立大学法人がライセ
ンス対価として株式を取
得できる者に、少なくと
も、「承認ＴＬＯ」が含
まれることを平成15年度
中に政令で定めることに
ついて見解を示された
い。
②国立大学法人がライセ
ンス対価として、新株予
約権については、発行主
体を問わず取得すること
が可能であることを平成
15年度中に明確にし、イ
ンターネット等により周
知を図ることについて見
解を示されたい。
③国立大学法人が、「承
認ＴＬＯ」以外のベン
チャー企業等の者に対す
る出資を可能とすること
を検討することについて
見解を示されたい。

z0800040

大学のライセン
ス対価として株
式やストックオ
プション取得の
可能化

財政法第８条

現在においては、国の機
関が歳入の対価として受
け取ることができる財産
は、特別の法律に基づく
場合のほかは現金が原則
であり、株式、新株予約
権を取得することはでき
ない。

a

国立
大学
の法
人化
に伴
うも
ので
あ
り、
特段
の措
置は
必要
な
い。

　法人化後に対価として
受け取ることのできる財
産の種類に特段の制限は
無く、基本的に各法人の
判断によることとなる。
ただし、株式取得は相手
方に対する出資行為とな
るため、国立大学法人法
においては、国立大学法
人からの出資は「当該大
学における技術に関する
研究の成果の活用を促進
する事業であって政令で
定めるものを実施する
者」に対して可能とされ
ており、平成１６年４月
以降の法人化後におい
て、ライセンスの対価と
してこれらの者から当該
国立大学法人が株式を取
得することは可能とな
る。
　これら以外の者につい
ては、ライセンス対価と
して、（出資行為ではな
い）新株予約権を取得す
る方法によることが考え
られる。

回答では政令で定めるも
の以外の者については、
ライセンス対価として、
新株予約権を取得する方
法によることが考えられ
るとされているが、
①要望内容は国立大学法
人が直接ライセンス対価
としての株式の取得やス
トックオプション取得を
可能とすることを求めて
おり、「政令に定めるも
の」に限られる理由を具
体的に示されたい。
②「政令で定めるもの」
について具体的に示され
たい。
③政令の公布時期につい
て具体的に示されたい。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0800060
高等学校の新た
な課程区分の設
置

学校教育法第４条

高等学校に置かれる課程
は、全日制、定時制及び
通信制と定められてい
る。

d

定時制課程は、学校教育
法第４条に「夜間その他
特別な時間又は時期にお
いて授業行う課程」と規
定されている。現在、既
に各県に設置されている
いわゆる三部制の定時制
高等学校で実施されてい
るとおり、定時制課程を
選択することにより、提
案の時間帯において授業
を行うことは現行制度上
可能となっている。
また、本提案は新たな制
度の創設に該当し、規制
緩和事項ではない。

回答では定時制課程を選
択することにより現行制
度下で可能とされている
が、
①解釈の徹底の観点か
ら、通達・ガイドライン
等により一層の周知を図
ることについて具体的に
検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施
時期について、その時期
となる理由も含め具体的
に示されたい。

d

 定時制課程における多部
制の設置については、そ
の設置等を促進するため
に導入された単位制の創
設から１５年余りが経過
しており、また、約７割
の都道府県において多部
制の定時制公立高校が設
置されていることから、
その周知が図られている
ものと考えているが、都
道府県教委・高校等の職
員を対象とした各種会議
の場において、定時制課
程における単位制の導入
など特色ある学校づくり
についての事例紹介や制
度の周知を図ることとし
たい。

①高等学校において、午
前から午後にわたり授業
時間帯を設ける課程を設
置することが可能なこと
について、平成15年度中
にインターネット等にお
いて周知を図ることにつ
いて見解を示されたい。
②要望者より、定時制課
程における多部制の設置
では、特色ある新しいタ
イプの高等学校を実現で
きないとの意見の照会が
あることから、この点に
ついて見解を示された
い。

d

①高等学校において、午
前から午後にわたり授業
時間帯を設ける課程を設
置することについて、多
部制の定時制課程の設置
により対応が可能である
ことについて、インター
ネット等において周知を
図ることとしたい。
②現在、多部制の定時制
課程の設置により、特色
ある高校づくりに取り組
んでいる事例もあること
から、特色ある取組事例
等について周知を図るこ
ととしたい。

5045 5045020 神奈川県 2
高等学校の新た
な課程区分の設
置

本県の「県立高校改革推
進計画」（平成１１年１
１月策定）においては、
生徒一人ひとりの学習計
画や生活スペースに応じ
て学ぶことができるフレ
キシブルスクールを設置
し、特に全日制と定時制
の課程を併置する場合に
は、両者を一体として午
前から夜間にわたる１２
時間の授業時間帯を設
け、より柔軟な学びの場
を提供することとしてい
る。

文部科学省

z0800080

外国人の国公立
大学教授、助教
授への任用規定
（長に関する規
定はなし）の拡
大

国立又は公立の
大学における外国
人教員の任用等
に関する特別措
置法第２条第１項

　国立又は公立の大学にお
いては外国人を教授、助教
授又は講師に任用すること
ができる旨規定されてお
り、規定のない学長、部局
長等の管理職については
任用することができない。な
お、この規定はいわゆる公
務員の当然の法理に基づく
ものである。

a Ⅰ

第１５６回国会において
地方独立行政法人法が成
立し、公立大学について
は平成１６年度より設置
者である地方公共団体の
選択により法人化するこ
とが可能となったところ
であり、公立大学が法人
化すれば、外国人を管理
職に登用することが可能
となる。

5055 5055050 秋田県 5

外国人の国公立
大学教授、助教
授への任用規定
（長に関する規
定はなし）の拡
大

外国人を公立大学の学長
等の管理職に任用するこ
とを許容

文部科学省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

文部科学省

(2) また、適性試験は、民
間の主体のみに委ねられた
場合には中立性・公平性の
立場から、適切かつ継続的
に実施されるという保証は
必ずしもなく、仮に適正に
実施されない場合は、法科
大学院の入学者選抜に著し
い影響を及ぼし、同意見書
の主旨にも反することとな
る。
(3) さらに、とりわけ我が
国において、適性試験に関
する蓄積・経験が浅いこと
から、これから行おうとす
る法科大学院の適性試験が
入学者選抜のための重要な
資料として真に活用されて
いくためには、適性試験の
結果と法科大学院の入学後
の成績との相関関係等につ
いて継続的な分析調査研究
を実施するとともに、これ
を踏まえた適性試験自体の
改善が一体となって行われ
ることが必要かつ重要なこ
とであると考えている。大
学入試センターは、従来か
ら入試の問題作成に習熟
し、適切かつ全体的な成績
評価及び結果分析を行い得
る専門家を擁し、全国的で
大規模な試験を継続的に実
施することができる人的・
物的資源を有しており、こ
のような観点からも、法科
大学院協会設立準備会から
大学入試センターが適性試
験の実施母体として推薦さ
れたところであり、

（以下「その他」欄に続
く）

３．適性試験の問
題作成について
(1) 法科大学院の
適性試験は、意見
書において、法律
学についての知識
ではなく法科大学
院における履修の
前提として要求さ
れる判断力、思考
力、分析力、表現
力等の資質を試す
ものと位置付けら
れているものであ
る。
(2) 特に法科大学
院の入学者につい
ては、法学部出身
者だけではなく、
多様な学生を入学
させることが求め
られていることか
ら、適性試験にお
いては、法律学に
関する科目の履修
歴に依存しない資
質を問うものとな
ることが必要であ
り、これらの資質
を判定する問題作
成について、必ず
しも実務法曹者が
関与しなければな
らないというもの
ではなく、様々な
観点から問題作成
が行われるべきと
考える。

４．大学入試センターは、
大学入試センター試験を実
施する機関として、従来か
ら入試の問題作成に習熟
し、適切かつ全体的な成績
評価及び結果分析を行い得
る専門家を擁し、全国的で
大規模な試験を継続的に実
施することができる人的・
物的資源を有している。
このような観点から、法科
大学院協会設立準備会から
大学入試センターが適性試
験の実施母体として推薦さ
れたものであり、これらの
既存の資源を最大限に活用
することは、直接に公平な
競争を害するものではな
く、むしろ適性試験の適切
かつ円滑な実施のためには
有効と考える。
５．さらに、法科大学院の
入学者選抜については、前
述の意見書において法学部
既修者であると否とを問わ
ず、全ての出願者に統一的
な適性試験（法律学につい
ての知識ではなく、法科大
学院における履修の前提と
して要求される判断力、思
考力、分析力、表現力等の
資質を試すもの）を課すこ
ととされており、受験生へ
の負担を軽減する観点か
ら、適性試験の受験料に関
しては、極力低廉に設定さ
れて実施されるべきものと
考えており、大学入試セン
ターにおいても既存の施
設、設備、人員を活用して
行うことは、非常に意義の
あることであると考えてい
る。

その場合、法科大学院の入
学者選抜の円滑かつ適正
な実施に著しい影響を及ぼ
し、ひいては法科大学院制
度の根幹自体を揺るがしか
ねない状況になることも考
えられる。(5)このような観点
から、法科大学院の適性試
験については「民間の主体
に委ねた場合には必ずしも
実施されないおそれがあ
る」ものに該当すると考え
る。
③(1)法科大学院の適性試
験については、我が国初の
試みであり、我が国におけ
る適性試験に関する蓄積・
経験が浅いことから、十分
な調査研究を踏まえた適性
試験自体の改善が絶えず
行われるということが必要
かつ重要なことである。(2)
大学入試センターにおいて
は、適性試験の問題作成、
実施、採点及び成績提供な
どの一連の業務について実
証的研究を実施し、試験実
施に伴う問題点等を明らか
にし、今後の適性試験の改
善に資することとしたもので
ある。(3)調査研究の一環で
あるか否かは、試験の実施
規模ではなく、その具体的
な趣旨や性質等で判断す
るものであり、法科大学院
の適性試験についても調査
研究の一環として行うこと
は、何ら問題はないものと
考えている。

（以下次ページ）

1
法科大学院統一
適性試験実施主
体に関する要望

独立行政法人大学入試セ
ンターによる法科大学院
統一適性試験は来年度以
降実施されるべきではな
い。（財団法人日弁連法
務研究財団は、本年8月3
日に第一回統一適性試験
を実施することを予定
し、既に受験要領を配布
し、願書を受け付けてい
るところである（本年6月
27日締切）。これに対
し、大学入試センター
は、別途、統一適性試験
を本年8月31日に実施する
ことを予定しているが、
センターによる当該試験
の実施は、そもそも法令
上の根拠を欠き、来年度
以降実施されるべきでは
ないと思料する。なお、
本年度のセンターによる
試験実施に関しては、既
にその実施が公表されて
いる現状に鑑み、当財団
としても、あくまでも受
験生及び大学側の混乱を
避けるために実施やむな
しとしているものであ
り、センターによる試験
の実施を是認したもので
はない。）

①(1)学校教育法上、「大
学には、大学院を置くこ
とができる」とされてお
り、大学院は大学に置か
れる教育研究組織であ
る。(2)したがって、法令
上、特段の定めがない限
り、「大学」には「大学
院」も含まれると解釈す
べきものであり、大学入
試センター法においても
同様に解釈される。
②(1)法科大学院の入学者
選抜においては、司法制
度改革審議会意見書で
は、全ての出願者が適性
試験を受けるべきとされ
ている。(2)本適性試験
は、法科大学院の入学者
選抜の一環として行われ
ているものであり、今後
も継続して毎年度確実
に、かつ中立性・公平性
の立場から適切に実施さ
れていかなければならな
いものである。(3)また、
とりわけ我が国において
は、適性試験に関する蓄
積・経験が浅いことか
ら、これから行おうとす
る法科大学院の適性試験
が入学者選抜のための重
要な資料として真に活用
されるためには適性試験
の結果と法科大学院の入
学後の成績との相関関係
等について継続的な分析
調査研究を実施するとと
もに、これを踏まえた適
性試験自体の改善が一体
となって行われることが
必要かつ重要である。(4)
民間の主体に委ねられた
場合、適性試験の中立・
公平かつ継続的な実施と
ともに、その結果の分
析、調査研究、さらには
それを踏まえた改善が一
体となった業務が、毎年
度適切かつ円滑に行われ
る保証は必ずしもなく、
実施が困難となる可能性
も考えられる。

5061 5061010

(財)日弁連法
務研究財団
（理事長　新
堂幸司）

１．経済・金融の国際化や
知的財産権等の専門的知見
を要する紛争の増加に伴
い、多様で質の高い法曹が
必要とされているととも
に、裁判の適正・迅速化の
ために法曹の量を大幅に拡
充することが求められてい
る中、平成１１年７月から
約２年間にわたる司法制度
審議会での議論を経て、司
法制度の人的基盤の確立を
目的として、新たな法曹養
成の中核的機関として、法
科大学院が構想されたとこ
ろ。
２．この法科大学院制度に
ついては、「司法制度改革
審議会意見書（平成１３年
６月１２日）」において、
今後、国民生活の様々な場
面において法曹に対する需
要が増大する中で、真に国
民の期待と信頼に応え得る
法曹を養成する新たな制度
の中核として位置付けられ
ており、司法試験を「点」
のみによる選抜でなく、法
学教育・司法試験・司法修
習を有機的に連携させた
「プロセス」としての新た
な法曹養成制度を構築する
ため、その中核として法曹
養成に特化した教育を行う
プロフェッショナル・ス
クールとしての法科大学院
の整備が求められている。
３．また、平成１４年３月
には、政府においても司法
制度改革の実現に向けて、
速やかにこれを推進するた
めの所要の作業に着手する
旨を閣議決定したところで
あり、法科大学院について
は、平成１６年４月の学生
受入を目指して所要の措置
を講じることとされてい
る。

要望者より、下記意見の
照会があることから、こ
の点について見解を示さ
れたい。
①独立行政法人大学入試
センター法第12条第１項
第２号にいう「大学」に
「大学院」が含まれると
する解釈は誤りではない
か。
②本適性試験は、民間主
体が実施したところであ
り、独立行政法人通則法
第２条第１項の「民間の
主体にゆだねた場合には
必ずしも実施されないお
それがあるもの」には該
当しないのではないか。
③本適性試験は、独立行
政法人大学入試センター
法第12条第１項第２号に
いう「調査及び研究を行
うこと」には該当しない
のではないか。
④大学入試センターにお
ける本適性試験に関する
全ての収支の内訳（人件
費、データベース構築
費・管理費等）を示され
たい。また、大学入試セ
ンターが、本年度、適性
試験に関し「調査研究」
の名目で予算を取得して
いるとすれば、その金額
と使途を示されたい。
⑤本適性試験について
は、問題作成への実務家
法曹の関与は必須ではな
いか。

e

（「措置の概要」
欄より続く）

大学入試センター
としてはこれに応
えることが大学入
試に関する中核的
機関としての社会
的責務であるとの
認識に立ち、調査
研究業務の一環と
して適性試験を実
施するものであ
る。
(4) よって、独立
行政法人である大
学入試センターが
適性試験を実施し
たとしても独立行
政法人の目的に反
するものではない
と考えている。
(5) なお、これは
他の機関が行う適
性試験を排除する
ものではなく、ま
た、大学入試セン
ターが行うに当
たっては適性試験
に係る費用の全て
について受験料収
入で賄うこととし
ており、別途の国
費を投入して行う
ものではない。こ
れらのことから、
大学入試センター
が実施することが
直ちに民業を圧迫
するものであると
は考えていない。

回答では大学入試セン
ターが行うに当たっては
適性試験に係る費用の全
てについて受験料収入で
賄うこととしており、別
途の国費を投入して行う
ものではないとされてい
るが、大学入試センター
が既存の施設、設備及び
人員等を活用して適性試
験を実施することは、他
の機関と比べて有利な競
争条件で行われるおそれ
があり、この点を踏ま
え、要望についての具体
的な対応策を改めて検討
され、示されたい。

ｅ

（１）司法制度改革審議会
意見書（平成１３年６月１
２日）においては、法科大
学院の入学者選抜について
は、公平性、開放性、多様
性の確保を旨とし、入学試
験のほか、学部成績や活動
実績等を総合的に考慮して
合否を判定すべきであるこ
とや多様性の拡大を図るた
め、法学部以外の学部の出
身者や社会人等を一定割合
以上入学させることが提言
されており、具体的には、
法学部既修者であると否と
を問わず、全ての出願者に
統一的な適性試験（法律学
についての知識ではなく、
法科大学院における履修の
前提として要求される判断
力、思考力、分析力、表現
力等の資質を試すもの）を
課すこととされている。
（２）この適性試験につい
て、平成１４年３月には、
政府においても司法制度改
革の実現に向けて、速やか
にこれを推進するための所
要の作業に着手する旨を閣
議決定したところであり、
法科大学院については、平
成１６年４月の学生受入を
目指して所要の措置を講じ
ることとされ、同７月に
は、自民党の司法制度改革
調査会報告において、「入
学のための統一適性試験に
ついては、思考力や分析能
力等を判定するため、その
ような問題作成に習熟し、
適切かつ全体的な成績評価
及び結果分析を行い得る専
門家を擁し、全国的で大規
模な試験を継続的に実施す
ることができる人的・物的
資源を有する組織によって
実施されるべき」とされた
ところである。
（３）このような中、現
在、法科大学院設立の構想
を有する大学が自主的に参
集し「法科大学院協会設立
準備会」を組織し、法科大
学院の入学者選抜方法、教
育内容・方法、教員研究の
在り方などについて検討し
ており、去る平成１５年２
月１２日に開催された同準
備会総会において、法科大
学院の適性試験の実施機関
については、全国規模の共
通試験である大学入試セン
ター試験を実施してきた経
験と実績、及び当該試験が
継続的かつ安定的に実施さ
れることや問題作成の適切
さや業務の公平性・公正性
の観点から大学入試セン
ターを実施機関として推薦
するとの決定を見たところ
である。
（４）これを受け、大学入
試センターにおいては、法
科大学院の適性試験の実施
することとなるが、法科大
学院が認可される前の平成
１５年度秋に実施されるこ
と、また、今後の法科大学
院について中心的組織とな
る「法科大学院協会」は、
現段階では「設立準備会」
であることから、現行の大
学入試センター法第１２条
第１項第２号に規定する調
査研究の一環として実施す
ることとした。

e

１．法的根拠について
　大学入試センターでは、
従来から独立行政法人大学
入試センター法（以下
「法」という。）第１２条
第１項第２号の規定に基づ
き、大学の入学者の選抜方
法の改善に関する調査研究
として、適性試験等に関す
る調査研究を行ってきたと
ころであり、今回実施され
る適性試験については法科
大学院自体が設置される以
前に行われるものであると
ともに、我が国で初めて行
われるという試験であるこ
とを踏まえ、法第１２条第
１項第２号に規定する調査
研究業務の一環として今回
の適性試験を実施すること
としている。
　また、文部科学省として
は、法科大学院協会設立準
備会の推薦に基づき、大学
入試センターの「独立行政
法人が達成すべき業務運営
に関する目標（中期目
標）」について所要の変更
を行ったところである。
　なお、学校教育法上、
「大学には、大学院を置く
ことができる」とされてお
り、大学院は大学に置かれ
る教育研究組織であること
から、法令上、特段の定め
がない限り「大学」には、
「大学院」も含まれるもの
と解されている。

２．独立行政法人の趣旨及
び民業圧迫について
(1) 法科大学院における適
性試験は、司法制度改革審
議会意見書においても指摘
されているとおり、法科大
学院における多様性の確保
のため、入学者選抜の一環
として、すべての出願者に
ついて、法科大学院の履修
の前提として要求される資
質を試すものとして統一的
に実施されるべきものであ
り、公共上の見地から確実
に実施されることが必要な
ものであると考えている。

z0800090
法科大学院統一
適性試験実施主
体に関する要望

○独立行政法人
大学入試セン
ター法
　（平成十一年
十二月二十二日
法律第百六十六
号）

（業務の範囲）
第十二条　セン
ターは、第三条
の目的を達成す
るため、次の業
務を行う。
　一　大学に入
学を志願する者
の高等学校の段
階における基礎
的な学習の達成
の程度を判定す
ることを主たる
目的として大学
が共同して実施
することとする
試験に関し、問
題の作成及び採
点その他一括し
て処理すること
が適当な業務を
行うこと。
　二　大学の入
学者の選抜方法
の改善に関する
調査及び研究を
行うこと。
　三　大学に入
学を志望する者
の進路選択に資
するための大学
に関する情報の
提供を行うこ
と。
　四　前三号の
業務に附帯する
業務を行うこ
と。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

④(1)平成１５年度に大学入
試センターが行う法科大学
院の適性試験に関する実
証的調査研究に係る費用
の全てについては、受験料
収入で行うこととしており、
別途国費を投入して行うも
のではない。(2)また、適性
試験に関する収支について
は、本試験を８月31日に実
施して間がなく、また、11月
に実施する追試験も含めて
一連の日程が終了するまで
は確定することはできな
い。(3)なお、大学入試セン
ターにおいては、従来から
入学者選抜方法の改善の
ための研究費として「入学
者選抜方法改善研究経費」
を計上しており、その一環と
して、アメリカのＳＡＴ（大学
進学適性試験）やＭＣＡＴ
（医科大学入学者選抜試
験）などの研究分析や適性
試験の在り方に関する調査
研究を行っている。
⑤(1)法科大学院の適性試
験は、あくまで「法律学につ
いての知識ではなく、法科
大学院における履修の前
提」として要求される判断
力、思考力、分析力、表現
力等の資質を試すものと位
置付けられており、その法
科大学院の入学者につい
ても、法学部出身者だけで
はなく、多様な学生を入学
させることが求められてい
る。(2)したがって、適性試
験における問題作成への
実務家法曹の関与につい
ては必ずしも必須ではなく、
むしろ法曹実務や法律学に
関する知識に依存しない、
様々な観点からの問題作
成が行われるべきである。
(3)このような観点から、大
学入試センターにおいて
は、様々な専門分野や地
域、作題経験等のバランス
を考慮して問題作成の委員
を委嘱するとともに、各法科
大学院と協力して、適性試
験の成績と法科大学院に
おける成績等との相関関係
を分析し、今後の問題作成
にフィードバックすることとし
ている。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0800100
株式会社による
専門職大学院設
置の容認

学校教育法第２
条

専門職大学院は国、地方
公共団体、学校法人のみ
が設置することができ
る。

ｂ

　学校の設置主体につい
ては、構造改革特区にお
いて株式会社およびNPO法
人について一定の要件の
もと認められたところで
あり、特区における実施
状況についてできるだけ
速やかに評価を行い、検
討を進めることとしてい
る。「経済財政運営と構
造改革に関する基本方針
2003」参照

回答では特区での実態評
価を踏まえ全国展開を検
討とされているが、
①要望内容は既に全国展
開で行っている事業を専
門職大学院として認めら
れることを求めるもので
あり、規制改革推進３か
年計画（再改定）におい
て平成15年度中に検討・
結論とされているが、で
きるだけ速やかに検討を
進めることも含め、この
点に対する見解を明確に
示されたい。
②上記①を踏まえ、実施
に向けた対応策・実施時
期について具体的に検討
され、示されたい。

ｂ

学校法人以外による学校
設置については、中央教
育審議会における検討を
開始したところであり、
構造改革特区における実
施状況を踏まえつつ、検
討を進める。

5062 5062010 ＴＡＣ㈱ 1
株式会社による
専門職大学院設
置の容認

社会人向け専門職大学院
の設置を社会人教育に実
績を持つ株式会社に容認
することにより、文部科
学省が推進する「キャリ
ア教育総合計画」の
「キャリア高度化プラ
ン」に沿った高度な専門
能力等を持つ人材の養成
を促進する。

文部科学省
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

義務標準法に定
められている加
配教員制度の改
善

加配教員については、そ
の活用方法に制約がある
ため、法第７条第１項の
学級編制に必要な数と加
配教員の数を加えた合計
数を、明確な算定式で都
道府県に定数配置するよ
うにし、教員の活用を弾
力化する（加配制度を廃
止し、標準法第７条第１
項に必要な見直しを行
う）。

もし、加配制度の廃止が
できないようであれば、
加配教員の都道府県への
配分基準を明確化すると
ともに、区分間の流用や
学級編制への活用を、都
道府県の判断により、可
能となるような制度とす
る。

文部科学省5094 5094030 長野県 3

要望者より、下記意見の
照会があることから、こ
の点について見解を示さ
れたい。
①標準定数について、基
礎定数と加配定数の合計
数を明確な基準に基づい
て都道府県に配置するこ
とができないのか。
②学校現場の教員を、ク
ラス担任として配置する
のか、少人数学習集団編
成に活用するのか、生徒
指導を担当するのか、Ａ
ＤＨＤなどの軽度発達障
害児の教育を担当するの
かなどは、国が決めるこ
とではなく、なるべく現
場で決めることができる
ような制度とすべきであ
る。

c

①標準法で定められる定
数のうち、標準法第７条
第１項に基づく基礎定数
は、全国どのような学校
においても一定水準の教
育活動が行えるよう、学
校規模等の指標となる学
級数等により、必要と考
えられる教職員定数を定
めているものであり、客
観的指標により機械的に
算定することが可能であ
ることから、法令にその
基準が明記されていると
ころである。ただし、標
準法第７条第２項に基づ
く少人数指導等の指導方
法の工夫改善のための定
数については、定数改善
計画の途上においては各
都道府県の取り組み状況
に応じて定められている
が、最終的には全ての都
道府県において同様の指
導方法の改善ができるよ
う、概ね各都道府県の児
童生徒数に応じて配分す
ることとしている。
　一方、標準法第１５条
に基づく加配定数は、通
常の教育活動に加え、教
育上特別の配慮が必要な
児童生徒に対する指導を
行う場合など、教育上特
別の事情がある場合に特
例的に、当該事情の解決
を図るという特定目的の
充実に資するため、措置
しているものであり、法
令に規定されたそれぞれ
の加配の要件に基づき、
都道府県教育委員会か
ら、加配の必要な学校の
実態、対象となる児童生
徒数、予定している指導
方法や指導時間などにつ
いて報告を受け、その内
容等を踏まえつつ決定さ
れるため、各都道府県の
加配すべき事情の有無に
よって必然的に措置数の
ばらつきが生じる。

②標準法で定められる教
職員定数は、都道府県全
体の総数として定められ
るものであり、具体の教
職員配置については、市
町村教育委員会の意見を
聞いた上で都道府県教育
委員会が定めることとし
ている。
　基礎定数については、
その活用方法について何
らの制約もないが、加配
定数は、標準法に規定す
るところにより国の教育
施策として特定目的のた
めに使用するものとされ
ており、目的外に使用す
ることはできない。定数
措置した教育目的を達成
するための教育活動が行
われていれば、具体的に
どのような教職員配置を
行うかは、市町村教育委
員会の意見を聞いた上、
都道府県教育委員会に委
ねられている。

z0800120

義務標準法に定
められている加
配教員制度の改
善

公立義務教育諸
学校の学級編制
及び教職員定数
の標準に関する
法律　第７条第
１項・第２項、
第１５条
公立義務教育諸
学校の学級編制
及び教職員定数
の標準に関する
法律施行令第２
条の２、第５条

義務標準法第７条第２項
及び第１５条において
は、指導方法の工夫改善
や児童生徒支援など特定
の教育目的を達成するた
め、法令で定める事情が
ある場合には教職員定数
を加算することとしてい
る。

c

加配教員は、指導方法の
工夫改善や児童生徒支援
など、法律に基づいて国
の政策として取り組むべ
き特定の教育目的を達成
するため、教職員定数を
特例的に措置し、特定目
的の教育の充実に資する
ためのものであり、この
ような加配教員を少人数
の学級編制への活用な
ど、その目的外に使用す
ることは認められない。
　なお、加配措置は、義
務標準法に規定するそれ
ぞれの加配趣旨に照ら
し、個々の学校の意向を
受けた都道府県からの要
望を踏まえて行われてお
り、また、都道府県から
の申し出に基づいて加配
の区分間の流用を行うこ
とも可能であるなど、現
行においても事実上都道
府県の意向が幅広く反映
される制度となってい
る。
　また、地方の自由度を
大幅に拡大する観点か
ら、本年度より、加配制
度の大括り化を図ったと
ころであり、各都道府県
が児童生徒の状況等に応
じて柔軟に定数を活用す
ることができるように
なっているところ。

回答では補助金の目的外
使用に当たることから対
応不可とされているが、
①要望内容は学級編制に
必要な教員の数と加配教
員の数の合計数を都道府
県に定数配置することを
求めており、学級編制に
必要な教員の数と加配教
員の数を分ける必要性を
具体的に示されたい。
②都道府県からの申し出
に基づいて加配の区分間
の流用を行うことが可能
であるならば、解釈の徹
底の観点から、通達・ガ
イドライン等により一層
の周知を図ることについ
て具体的に検討され、示
されたい。
③上記①②を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含め具体
的に示されたい。

c

義務標準法における標準
定数は、基礎定数と加配
定数とにより構成されて
いる。
　すなわち、基礎定数
は、学級規模等により機
械的に算定されるもので
あり、一方、加配定数
は、教育上特別の配慮を
必要とする事情がある場
合に特例的に、当該事情
の解決を図るという特定
の教育目的の充実に資す
るため、措置しているも
のである。したがって、
加配定数は、基礎定数と
はその目的・趣旨を全く
異にする一定の政策目的
を国策として達成するた
めの手段であることか
ら、これらを一体的なも
のとして取り扱うことは
できない。
　また、各都道府県は、
当該事情の有無を踏ま
え、必要に応じて要請を
行い、国は都道府県の意
向を十分に踏まえた上で
定数措置をしているとこ
ろであり、都道府県の意
向と異なる定数措置は行
われておらず、そもそも
区分間の流用の必要性が
生じるものではない。

　なお、当初の計画や事
情の変更により、加配区
分間の流用が特別に必要
となる場合には、その都
度個別に都道府県からの
要請を受け、必要な対応
を行っているところであ
る。この点については、
毎年度の加配定数申請の
際の意見聴取等を通じ、
事務担当レベルの周知は
図られているところであ
るが、引き続き所管事務
担当者会議等の中で理解
を促していくこととした
い。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

補助金交付要綱等に定め
られている交付決定まで
の標準的期間の短縮、及
び実質的な交付決定時期
を早期に行うこと

厚生労働省
文部科学省
総務省

鳥取県 3
国庫補助金等の
交付事務等の運
用改善

5095 5095030

事実誤認
①「私立学校施設整備費
補助金」：補助金の交付
決定時期については規制
はないが、可及的早期に
補助金を交付できるよう
最大限努めたい。なお、
交付要綱においては交付
決定までの標準期間は定
めていない。
②「私立高等学校等経常
費助成費補助金」：この
補助金は、都道府県が学
校法人に補助金を交付し
た場合に都道府県に補助
するものであり、民間事
業者に対する補助金交付
時期を早期化すべきとの
要望については、鳥取県
自らが学校法人に早期に
交付決定すべき事柄であ
る。
③「私立学校経常経費補
助金」：このような補助
金は存在しない。

事実誤認
①「私立学校施設整備費
補助金」：補助金の交付
決定時期については規制
はないが、可及的早期に
補助金を交付できるよう
努めたい。なお、本補助
金の支出には鳥取県は直
接関係ない。
②「私立高等学校等経常
費助成費補助金」：この
補助金は、都道府県が学
校法人に補助金を交付し
た場合に都道府県に補助
するものであり、民間事
業者に対する補助金交付
時期を早期化すべきとの
要望については、鳥取県
自らが学校法人に早期に
交付決定すべき事柄であ
る。
③「私立学校経常経費補
助金」：このような補助
金は存在しない。

要望内容は、補助対象の
適否が不明な状況で民間
事業者が事業を行わなけ
れ
ばならないリスクを少し
でも回避すべく、補助金
交付要綱等に定められた
交付決
定までの標準期間を短く
できないかというもので
ある。この点を踏まえ、
①　提出書類・手続きを
簡素化するなどにより、
補助金交付要綱等に定め
られて
いる交付決定までの標準
的期間を短縮することに
ついて、改めて検討さ
れ、示さ
れたい。
②　上記①を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含めて具
体的に
示されたい。

ez0800140
国庫補助金等の
交付事務等の運
用改善

なし

①私立の高等学校等を設
置する学校法人が高機能
化，防災機能強化等の施
設整備を行う場合に，そ
の経費の一部を国庫補助
するもの。
②都道府県が高等学校等
を設置する学校法人に対
し，経常的経費を補助す
る場合に，都道府県に対
し，その一部を国庫補助
するもの。

市町村が独自に
教科書を採択

単独町村での教科書採択
ができないことを撤廃 文部科学省5095 5095010 鳥取県 1

①町村単位での教科書の
採択地区の設定につい
て、町村のニーズ等の把
握し、検討することにつ
いて見解を示されたい。

b

町村単独での採択地区の
設定を含め、採択地区の
小規模化については、今
後、町村のニーズ等を把
握しつつ、引き続き検討
する。

回答では町村は総じて規
模が小さく、教育委員会
の事務局体制や調査研究
に当たる教員の確保など
課題が多いため、現行制
度が妥当であるとのこと
だが、
①地方教育行政の組織及
び運営に関する法律第23
条第１項第６号におい
て、教科書その他の教材
の取り扱うことが町村を
含め教育委員会の職務権
限となっていることと現
行制度の整合性を示され
たい。
②市町村教育委員会等の
意向を踏まえ採択地区の
適正化に向けた見直しを
都道府県教育委員会等に
指導を行っているとされ
ているが、採択地区の適
正化の徹底の観点から、
通達・ガイドライン等に
より一層の周知を図るこ
とについて具体的に検討
され、示されたい。
③上記①②を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含め具体
的に示されたい。

ｃ

①義務教育諸学校におけ
る教科書の採択について
は、学校設置者たる市町
村教育委員会等に採択権
限があるという前提のも
とに、複数の市町村で構
成される採択地区におい
ては、採択権者たる市町
村教育委員会が互いに協
議して同一の教科書を採
択することとされている
ものである（なお、協議
の具体的方法については
採択地区内の教育委員会
の権限と責任に委ねられ
ている）。　②都道府県
等への指導については、
既に平成１４年８月に通
知を発出したほか、１５
年４月にも都道府県教育
委員会担当者向けの会議
において改めて指導の徹
底を図ったところであ
り、現在、これらを受け
て各都道府県教育委員会
において小規模化に向け
た検討が開始されたとこ
ろと考えられる。した
がって、文部科学省とし
ては、当面は、都道府県
教育委員会の取組状況の
把握に努めることとし、
さらなる指導の必要性に
ついては、採択地区の設
定が自治事務であること
に留意し、今後の進捗状
況を踏まえた上で改めて
検討することとしたい。
③②に述べたとおり、今
後の進捗状況を踏まえた
上で、改めて検討するこ
ととしたい。

z0800130
市町村が独自に
教科書を採択

義務教育諸学校
の教科用図書の
無償措置に関す
る法律第１２条
第１項、第１３
条第４項

都道府県教育委員会は、
当該都道府県の区域内に
ついて、市若しくは郡の
区域又はこれらの区域を
あわせた地域に教科用図
書採択地区を設定するこ
ととなっており、採択地
区が二以上の市町村の区
域をあわせた地域である
ときは、当該採択地区内
の市町村教育委員会は協
議して種目ごとに同一の
教科用図書を採択しなけ
ればならない。

ｃ

採択地区の編成を市・
町・村単位にすることに
ついては、町村は総じて
規模が小さく、教育委員
会の事務局体制や調査研
究に当たる教員の確保な
ど課題が多いため、現状
では市群単位で採択地区
を構成する現行制度が適
当である。
　なお、現行制度上、
市・郡単位で採択地区を
設定できるにもかかわら
ず、多くの都道府県教育
委員会では、実際には複
数の市・郡を併せたより
広範な地域に採択地区を
設定している。このよう
な現状にかんがみ、「事
務・事業の在り方に関す
る意見」（平成１４年１
０月３０日地方分権推進
改革会議)や「国と地方に
係る経済財政運営と構造
改革に関する基本方針」
（平成１４年１２月閣議
報告）では、都道府県教
育委員会に対し、市町村
教育委員会の意向等を踏
まえ採択地区の適正規模
化に向けて見直しを行う
をことが求められてお
り、文部科学省において
も、これらを踏まえ、各
都道府県教育委員会等に
指導を行っているとこ
ろ。

e
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

インターナショ
ナルスクール卒
業生への大学入
学資格の付与

認定機関による評価認定
（アクレディテーショ
ン）を受けている学校の
卒業生については、国際
資格の取得あるいは検定
試験の合格なしでも大学
入学資格を取得できるよ
うにするなどの措置を講
じるべきである。

文部科学省5102 5102230
(社)日本経済
団体連合会 23

回答では外国人学校卒業
者の大学入試資格の拡大
について検討中とされて
いるが、
①検討している内容につ
いてより具体的に示され
たい。
②実施時期について具体
的に示されたい。

a

①以下の案の方向で、検
討中である。
・国際的な評価団体
（WASC, ECIS, ACSI）の
評価を受けた外国人学校
の卒業者に大学入学資格
を付与
・外国において当該外国
の正規の課程（１２年）
と同等として位置付けら
れている外国人学校の卒
業者等に大学入学資格を
付与
・大学の個別審査により
高等学校卒業と同等以上
の学力があると認められ
る者で１８歳に達したも
のに大学入学資格を付与

②８月から９月にかけて
省令改正等の措置を行
い、平成１６年４月の大
学入学者から対応の予
定。

a
外国人学校卒業者の大学
入学資格の拡大について
は、現在検討中である。

z0800160

インターナショ
ナルスクール卒
業生への大学入
学資格の付与

学校教育法第56
条

学校教育法施行
規則第69条

法令上特段の定めのない
各種学校等の卒業生につ
いては、一般的な大学入
学資格は与えられていな
いところ。

私大助成金にお
ける「財産処分
制限期間」の見
直し

私立学校等が、各自の判
断により、IT教育環境を
整備できるよう、文部科
学省の補助事業により取
得した情報通信装置「学
内ＬＡＮ」の財産処分制
限期間を短縮（現行9年
→5年程度）すべきであ
る。

文部科学省5102 5102220
(社)日本経済
団体連合会 22

回答では学内ＬＡＮに
限って処分制限期間を短
縮することはなじまない
ことから対応不可とされ
ているが、
①要望内容は教育の情報
化の進展を促進する観点
から処分制限期間の短縮
を求めているものであ
り、この点についての具
体的な対応策を改めて検
討され、示されたい。
②処分すること自体を規
制しているものではない
とされているが、解釈の
徹底の観点から、通達・
ガイドライン等により一
層の周知を図ることにつ
いて具体的に検討され、
示されたい。
③上記①②を踏まえた実
施時期について、その時
期となる理由も含め具体
的に示されたい。

f

①補助金等により取得す
る財産に係る処分制限期
間は，当該財産につい
て，補助事業完了後にお
いても補助事業の完全な
達成を図る見地から，当
該財産の一般的な耐用年
数等に着目して期間を定
めているところであり，
例えば，財務省の減価償
却省令において，企業等
が使用しているＬＡＮの
耐用年数が「通信ケーブ
ル（光ファイバー製のも
の１０年）（その他のも
の１３年）」と定められ
ていることなどを踏まえ
ると，学内ＬＡＮの教育
に使用するという特殊性
や補助金の交付目的を考
慮しても，「その他の通
信設備」のうち学内ＬＡ
Ｎに限って処分制限期間
を短縮することはなじま
ない。なお，処分しよう
とする財産と同等以上の
規模，性能等を有する財
産を新たに自己負担で整
備し，処分しようとする
財産の処分制限残存期間
を新たに整備する財産に
引き継がせる場合には，
国庫納付金を納付するこ
となく，財産の処分を可
能とする取り扱いとして
いるところ。
②③本件については，毎
年，全国６ブロックにお
いて日本私立学校振興・
共済事業団が行っている
私立大学等経常費補助金
研修会において周知を
行っているが，今後，速
やかに，文部科学省ホー
ムページに取り扱いを掲
載することにより，さら
に周知を徹底することと
したい。

z0800150

私大助成金にお
ける「財産処分
制限期間」の見
直し

○補助金等に係
る予算執行の適
正化に関する法
律第２２条
○補助金等に係
る予算の執行の
適正化に関する
法律施行令第１
３条，第１４条
○補助事業者等
が補助事業等に
より取得し，又
は効用の増加し
た財産のうち処
分を制限する財
産及び補助事業
等により取得
し，又は効用の
増加した財産の
処分制限期間
（平成１４年
文部科学省告示
第５３号）

・補助金等適正化法第２
２条の規定において、補
助事業者等が、補助事業
等により取得した財産を
各省各庁の長の承認を受
けないで、補助金等の交
付の目的に反して処分等
してはならないとされて
いる。
・財産処分制限期間は、
「減価償却資産の耐用年
数に関する省令（昭和４
０年大蔵省令第１５号）
を基礎とすることを原則
とし各省各庁の長が定め
ることとされており、当
省が定める期間について
は、文部省告示において
定めているところであ
る。

f

　現行でも、必要な国庫
納付金を納付することに
より全て処分制限は解除
されるため処分すること
自体を規制しているもの
ではないが、これまで、
処分の承認条件等につい
て学校法人に対する周知
が必ずしも十分ではな
かったと考えられるた
め、このことについて周
知を徹底することとした
い。
　なお、補助金等により
取得する財産に係る処分
制限期間は、当該財産に
ついて、補助事業完了後
においても補助事業の完
全な達成を図る見地か
ら、当該財産の一般的な
耐用年数等に着目して期
間を定めているところで
あり、例えば、財務省の
減価償却省令において、
企業等が使用しているＬ
ＡＮの耐用年数が「通信
ケーブル（光ファイバー
製のもの１０年）（その
他のもの１３年）」と定
められていることなどを
踏まえると、学内ＬＡＮ
の教育に使用するという
特殊性や補助金の交付目
的を考慮しても、「その
他の通信設備」のうち学
内ＬＡＮに限って処分制
限期間を短縮することは
なじまない。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0800170

国の競争的資金
制度の手続き等
の迅速化・簡素
化

-

・概算払いについては、
交付決定後速やかに行
なっている。
・手続きについては、各
制度毎の交付規則等に基
づき実施している。
・費目間振替等、資金の
使途についてはできるだ
け弾力化している。

d -

従来より、交付時期の早
期化、概算払いの迅速
化、間接経費の拡充、直
接経費における費目間振
替の弾力化等に取り組ん
できているところであ
り、今後とも、手続き等
の迅速化、簡素化に努め
る。

-

回答では今後とも手続き
等の迅速化、簡素化に努
めるとされているが、
①実施される内容につい
て交付決定の時期の明示
等より具体的に示された
い
②上記①を踏まえた実施
時期について具体的に示
されたい。

ｄ

継続課題については遅く
とも7月までに交付、新規
採択課題は６月から年度
半ばまでに交付してい
る。
１６年度以降も、検討の
上、さらに一層の早期交
付等に努める。

5014 5014100
(社)関西経済

連合会 10

国の競争的資金
制度の手続き等
の迅速化・簡素
化

国の競争的資金制度にお
いて、概算払いの迅速な
実施、手続き等の簡素
化、使途に関する規制を
緩和する。

内閣府
総務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省

5008 5008400 オリックス㈱ 40
官公庁の入札制
度、契約制度の
改善

統一基本様式を定め、団
体や法人の特殊要因によ
り様式をオプションで付
加する方式に改善すべ
き。また、昨今のＩＴ社
会化に対応し、申請業務
をＩＴと紙の選択制とす
べき。

全省庁

5034 5034380
(社)リース事

業協会 38

官公庁・地方自
治体の入札制
度、契約制度の
改善

・官公庁の入札制度にお
いて、参加資格審査申請
や入札業務などの諸手続
きは官公庁によって異
なっている。このため、
申請内容の多くの項目が
重複しているものの、申
請様式はそれぞれ異なっ
ている。・また、申請は
紙でのみ行なわれてい
る。・統一基本様式を定
め、団体や法人の特殊要
因により様式をオプショ
ンで付加する方式に改善
すべき。・また、昨今の
ＩＴ社会化に対応し、申
請業務をＩＴと紙の選択
制とすべき。

全省庁

z0810010
国立大学教員の
勤務時間内兼業
許可の実施

国家公務員法第
101条、人事院規
則１４－１７、
１４－１８

国立大学教員等のTLO及び
研究成果活用企業の役員
兼業については、人事院
規則等に基づき原則勤務
時間内に行うこととなっ
ているが、平成15年4月か
らは、構造改革特別区域
計画における特定事業に
国立大学教員等のTLO及び
研究成果活用企業の役員
兼業が位置付けられた場
合は、勤務時間内兼業を
行うことができることと
なった。

a Ⅲ

国立大学教員等の勤務時
間内役員兼業について
は、構造改革特別区域に
おいて平成15年4月から実
施可能となっており、ま
ずはその効果等の評価を
見ることが必要と考える
が、平成16年度からは国
立大学等が法人化するこ
とにより、全国で、各国
立大学法人等の判断によ
り勤務時間内兼業が可能
となる。

回答では平成15年４月か
ら特区では実施可能とさ
れているが、要望内容は
更なる産学連携を促進す
るために速やかにその全
国展開を求めるものであ
り、16年４月からの国立
大学法人化を待たずに全
国展開することを検討さ
れたい。

ａ Ⅲ

国立大学教員等の勤務時
間内役員兼業について
は、構造改革特別区域に
おいて平成15年4月から実
施可能となっており、構
造改革特別区域基本方針
（平成１５年１月２４日
閣議決定）において、そ
の実施状況を評価した上
で、全国実施、特区限
定、特例措置の廃止又は
是正を決めるものとされ
たところであり、まずは
その効果等の評価を見る
ことが筋と考える。

①国立大学法人化に伴
い、各国立大学法人の判
断により、国立大学教員
の勤務時間内役員兼業が
可能になる旨、平成15年
度中に周知することにつ
いて見解を示されたい。

a

平成１６年４月１日の国
大学法人化後は、国立大
学法人の教員は各国立大
学法人の判断・措置によ
り勤務時間内兼業が可能
となる旨、周知して参り
たい。

5014 5014110
(社)関西経済

連合会 11
国立大学教員の
勤務時間内兼業
許可の実施

201
202
203

国立大学において法人化
を待たずに勤務時間内の
兼業許可を全国的に実施
する。

文部科学省
【人事院】

－－

参加資格審査申請書につ
いては、平成１３年度か
らの統一資格に伴い、総
務省より提示された様式
を用いているところであ
る。また、電子入札シス
テムについても、総務省
の開発したシステムを用
い、電子媒体と紙での入
札を供給者が選択できる
こととしている。なお、
紙ベースでの入札書の様
式については、現在、供
給者の任意の様式となっ
ていることから、今後、
統一様式を定めるのであ
れば、取りまとめ省庁と
協議していきたい。

（ｄ）
官公庁の入札制
度、契約制度の
改善

参加資格審査申請書や電
子媒体での入札書の様式
については、既に、総務
省から提示された様式に
合わせているところであ
る。また、電子入札シス
テムについても、電子媒
体と紙での入札を供給者
が選択できることとして
いる。なお、紙ベースで
の入札書の様式について
は、今後、統一様式を定
めるのであれば、取りま
とめ省庁と協議していき
たい。

z0800180
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

市町村が独自に教員を採
用できることを全国で認
める。

文部科学省鳥取県 1 市町村費負担教
職員任用事業 810b 6011 6011010

この市町村費負担の全国
的な制度化については、
　・　県費負担教職員と
市町村費負担教職員が混
在する場合の人事管理の
在り方（任用、服務、研
修、校務分掌等）
　・　都道府県と市町村
の財政負担の在り方（市
町村財政への負担等）
などの課題があり、市町
村からは、都道府県から
市町村への負担転嫁が行
われるのではないかとの
懸念の声もあるため、現
在市町村費負担教職員事
業の実施状況等を踏まえ
て検討を行う必要があ
る。
　このため、現在行われ
ている市町村費負担教職
員任用事業の状況につい
て調査を行い、運用上の
問題点や全国化との関係
で留意すべき点を明らか
にし、今後予定されてい
る構造改革特区に関する
評価や中教審における検
討を踏まえつつ、都道府
県、市町村や教育関係者
等各方面の理解を得なが
ら、実施に向けた対応策
を検討していきたい。
　なお、市町村費負担教
職員の独自任用を希望す
る市町村については、そ
れぞれ構造改革特区の認
定の要請を行うことが可
能である。

（参考）
　「国と地方に係る経済
財政運営と構造改革に関
する基本方針」
　（平成１４年１２月２
４日閣議資料）

（別紙１）「改革と展
望」の期間中における対
処方針
（２）義務教育費国庫負
担制度の見直し
　（オ）市町村費による
教職員配置
　（中略）
　平成１５年度から構造
改革の枠組みで先行的に
実施し、その導入・実施
の状況を見つつ、また、
都道府県及び市町村教育
委員会等各方面の理解を
得ながら、全国化につい
て検討を進める。

z0810020
市町村費負担教
職員任用事業

市町村立学校職
員給与負担法第
１条、第２条
構造改革特区法
第１７条

市町村立の義務教育諸学
校等の教職員に係る給与
費については、都道府県
の負担とすることとして
いる。ただし、構造改革
特例区域法第１７条によ
り、県費負担教職員に加
えて、構造改革特区にお
いて市町村負担による教
職員の任用は可能。

ｂ

 市町村費負担教職員の全
国的な制度化について
は、
・　県費負担教職員と市
町村費負担教職員の混在
する場合の人事管理の在
り方（任用、服務、研
修、校務分掌等）
・　都道府県と市町村の
財政負担の在り方（市町
村財政への負担等）
などの課題があり、市町
村からは、都道府県から
市町村への負担転嫁が行
われるのではないかとの
懸念の声もあるため、構
造改革特区における市町
村費負担教職員任用事業
の実施状況も踏まえ、都
道府県、市町村や教育関
係者等の意見も十分聞き
ながら検討する必要があ
る。

回答では特区での実態評
価を踏まえ全国展開を検
討とされているが、
①要望内容は数市町村で
独自採用の希望があるこ
とから速やかな全国展開
を求めるものであり、こ
の点に対する見解を明確
に示されたい。
②上記①を踏まえ、可能
な限り速やかに全国展開
を図る観点から、実施に
向けた対応策・実施時期
について具体的に検討さ
れ、示されたい。
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規制改革集中受付月間／全国規模での規制改革要望に対する見解の確認（様式１）

（回答欄） （再検討要請欄） （再回答欄） （当室記入欄） （最終回答欄） （要望事項欄）

管理
コード 項目名 該当法令等 制度の現状

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策） その他

各省庁回答に対する
再検討要請

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

当室からの最終確認事項
（要望者意見を含む）

措置の
分類

措置の
内容

措置の概要
（対応策）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

別表番号 具体的規制改革要望内容 制度の所管官庁 等

z0810040

保育所の保育室
において保育所
児と幼稚園児の
合同保育の容認

厚生労働省からの回答の
とおり。

6011 6011040 鳥取県 4

保育所の保育室
において保育所
児と幼稚園児を
合同で保育する
ことの容認

914

幼稚園と併設・合築され
た保育所において、
①児童と園児の合計で、
最適基準が満たされてお
り、
②かつ、職員が保育士と
幼稚園教諭の資格を併せ
持ち、
③かつ、保育内容が保育
指針と幼稚園教育要領に
沿った場合
に合同保育を認める

文部科学省
厚生労働省

6011 6011030 鳥取県 文部科学省
厚生労働省3

幼稚園における
幼稚園児及び保
育園児等の合同
活動事業

807

幼稚園設置基準第５条第
１項に定める「幼稚園教
諭の専任規定」に関わら
ず、学級定員の範囲で、
併設・合築された保育所
の児童との合同教育・保
育を認める

回答では特区での実態評
価を踏まえ全国展開を検
討とされているが、
①要望内容は過疎地域に
おける幼稚園施設の有効
活用の観点から速やかな
全国展開を求めるもので
あり、この点に対する見
解を明確に示されたい。
②上記①を踏まえ、可能
な限り速やかに全国展開
を図る観点から、実施に
向けた対応策・実施時期
について具体的に検討さ
れ、示されたい。

C

①本特例は、少子化や過
疎化の進行による兄弟姉
妹や遊び相手の減少、都
市化や核家族化などによ
る地域や家庭の教育力の
低下等により、幼児の社
会性を涵養することが困
難となっている地域にお
いて、幼稚園に在籍する
幼児が他の幼児とともに
活動する機会が充実する
ことにより、社会性が涵
養されることが期待でき
るため措置しているもの
である。

②平成１５年８月４日現
在、特区において当該事
業を実施している実例が
なく、今後の特区におけ
る取組状況を見た上で検
討する必要がある。

C

当該特例事項の全国化に
ついては、平成１５年７
月現在、特区において実
際に事業を実施している
実例がなく、今後の特区
における取組状況等を見
た上で検討する必要があ
る。

z0810030

幼稚園における
幼稚園児及び保
育園児等の合同
活動事業の容認

幼稚園設置基準
第５条第１項

幼稚園では３５人以下の
幼児で構成される１学級
につき一人以上の専任の
教諭を配置しなければな
らない。

特例事項番号８０７は、
この規定の特例として、
専任の教諭が幼稚園に在
籍しない幼児（保育所児
等）を保育することを可
能とするものである。
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